
令和７年度新庄市障がい者就労施設等からの物品等調達方針 

 

第１ 趣旨 

 国等による障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成２４

年法律第５０号。以下「法」という。）第９条第１項の規定に基づき、法第２条第４項で規

定する障害者就労施設等（以下「施設等」という。）からの物品及び役務（以下「物品等」

という。）の調達の推進を図るための基本的な方針（以下「調達方針」という。）を定める。 

 

第２ 調達の対象となる施設等 

 調達方針の対象となる施設等は、市内及び最上郡内に住所を有し、法第２条第４項で規定

する別紙１に掲げる施設等とする。 

 

第３ 調達方針の適用範囲 

 この調達方針の適用範囲は、市の全ての組織（本庁、出先機関、附属機関、各委員会事務

局、議会事務局、教育委員会事務局。以下「各課等」という。）とする。 

 

第４ 調達対象物品等 

 本市が調達する物品等は、施設等で提供可能なもので以下に示すようなものとする。 

区  分 内 容 

物  品 木工製品、革・布製品、手工芸・陶器、石鹸、印刷 等 

役 務 等 清掃作業、リサイクル・資源回収、農業関連作業、その他軽作業 等 

 

第５ 調達の目標 

 調達の目標額は、前年度の調達実績額を上回る額とする。 

 

第６ 調達の推進に関する市の具体的方策 

（１） 施設等が提供可能な物品等に関する情報提供 

成人福祉課は施設等から提供可能な物品等の情報を収集し、各課等へ情報提供する。 

（２） 随意契約制度の活用等 

地方自治法施行令及び新庄市財務規則に基づく随意契約を積極的に活用し、物品等

の優先調達を進めるとともに、前項に基づく情報の活用を基に、施設等からの物品

等の調達に努める。 

（３） 施設等に対する発注時の配慮 

施設等への発注に当たっては、当該施設等の物品等の提供能力に合わせ、納期、発

注量等の仕様について、適切に配慮するよう努める。 

 

第７ 調達方針、調達実績の公表等 

 毎年度、調達実績をホームページや市広報誌等で公表するとともに、調達実績等を勘案し、



必要に応じて調達方針の見直しを行うものとする。 

 

第８ 調達方針に関する担当窓口 

 この調達方針の担当窓口は成人福祉課とし、各課等と連携を図り、調達の推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 

調達の対象となる施設等 

 

施設等の区分 説 明 

就労継続支援（Ａ型、Ｂ型） 

 障害者総合支援法第５条第 14 項に規定され、一般企

業での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、

知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業所。 

就労移行支援 

 障害者総合支援法第５条第 13 項に規定され、一般企

業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な支援を行う事業所。 

生活介護 

 障害者総合支援法第５条第７項に規定され、常に介護

を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介助等を

行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供する

事業所。 

障害者支援施設 

 障害者総合支援法第５条第 11 項に規定する障害者支

援施設（就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行う

ものに限る。） 

地域活動支援センター 

 障害者総合支援法第５条第 25 項に規定され、創作活

動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う事

業所。 

小規模作業所 

 障害者基本法第２条第１項に規定する障がい者の地

域社会における作業活動の場として同法第１８条第３

項の規定により必要な費用の助成を受けている施設。 

特例子会社 

 障がい者の雇用に特例の配慮をし、雇用される障がい

者数や割合が一定の基準を満たすものとして厚生労働

大臣の認定を受けた会社。 

重度障害者多数雇用事業所 
重度身体障害者等を常時労働者として多数雇い入れ

るか継続して雇用している事業主。 

在宅就業障害者 
 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自

ら行う障がい者。 

在宅就業支援団体 在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体。 

 


